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４.経過措置 

（1）経過措置の認知度 

○法改正があったことを知っている4,114社のうち、「12年間の経過措置について知っており、

内容もおおよそわかる」とする企業は 51.0％、「12 年間の経過措置については知っているが、

内容は詳しく知らない」は 22.8％と、経過措置について知っている企業は合わせて 73.8％に

及んでいる。 

○正社員数別にみると、「12 年間の経過措置について知っており、内容もおおよそわかる」は、

「300～499 人」（71.3%）、「100～299 人」（64.3%）で、他の規模よりも多くみられ、100 人以

上の企業での認知度が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12年間の経過措置認知度（主要事業内容別）

51.0

50.0

51.3

57.1

53.5

51.4

73.3

55.1

33.3

41.2

47.4

48.7

65.6

22.8

21.6

22.9

17.4

24.0

22.0

16.3

18.7

30.7

27.0

20.7

26.1

15.1

23.5

24.0

23.7

22.4

20.5

24.0

9.3

24.3

36.0

27.9

31.0

22.4

15.1

2.7

4.5

3.2

2.6

3.9

2.9

4.3

0.9

-

1.9

1.2

2.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(4114)

＜主要事業内容別＞

建設業(334)

製造業(733)

情報通信業(340)

運輸業(254)

卸売・小売業(883)

金融・保険業(86)

不動産業(107)

飲食店・宿泊業(75)

医療・福祉(337)

教育・学習支援業(116)

サービス業(756)

その他(93)

12年間の経過措置について知っており、内容もおおよそわかる
12年間の経過措置については知っているが、内容は詳しく知らない
12年間の経過措置については知らない
不明

 ※ ( 　)内はＮ数

12年間の経過措置認知度（正社員数別）

51.0

30.7

50.0

64.3

71.3

22.8

29.4

22.8

18.7

15.4

23.5

34.9

24.4

16.0

11.9

5.0

2.7

1.1

2.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(4114)

＜正社員数別＞

29人以下(636)

30～99人(2255)

100～299人(1027)

300～499人(143)

12年間の経過措置について知っており、内容もおおよそわかる
12年間の経過措置については知っているが、内容は詳しく知らない
12年間の経過措置については知らない
不明

 ※ ( 　)内はＮ数

12年間の経過措置認知度（労働組合有無別）

51.0

65.7

48.5

22.8

18.4

23.5

23.5

15.4

24.8

2.7

0.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(4114)

＜労働組合有無別＞

あり(591)

なし(3500)

12年間の経過措置について知っており、内容もおおよそわかる
12年間の経過措置については知っているが、内容は詳しく知らない
12年間の経過措置については知らない
不明

 ※ ( 　)内はＮ数

※労働組合の有無において、無回答だったもののデータは除く
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（2）経過措置の利用状況 

○「12 年間の経過措置について知っており、内容もおおよそわかる」2,097 社のうち、「12 年

間の経過措置を利用している」企業は 61.6％となっており、「経過措置について知っており、

内容もおおよそわかる」企業の約 6割を占める。 

○12 年間の経過措置利用状況を主要事業内容別に見ると、「金融・保険業」と「製造業」では

「12年間の経過措置を利用している」が他の業種よりも多く、それぞれ「金融・保険業」（69.8%）、

「製造業」（67.6%）となっている。逆に、「教育・学習支援業」（45.5%）と「飲食店・宿泊業」

（48.0%）は他の業種よりも少なくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12年間の経過措置利用状況（主要事業内容別）

61.6

56.3

67.6

58.8

66.2

65.4

69.8

62.7

48.0

54.0

45.5

57.6

60.7

37.3

40.7

31.1

40.2

33.1

33.3

30.2

37.3

52.0

46.0

52.7

41.3

39.3

3.0

-

1.1

1.8

-

-

-

-

1.3

0.7

1.0

1.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(2097)

＜主要事業内容別＞

建設業(167)

製造業(376)

情報通信業(194)

運輸業(136)

卸売・小売業(454)

金融・保険業(63)

不動産業(59)

飲食店・宿泊業(25)

医療・福祉(139)

教育・学習支援業(55)

サービス業(368)

その他(61)

12年間の経過措置を利用している 12年間の経過措置を利用していない 不明

 ※ ( 　)内はＮ数
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（2）-1 経過措置を利用している理由 

○「12 年間の経過措置を利用している」1,291 社において、経過措置を利用している理由（単

数回答）は、「労使で決めた基準を遵守したい」(68.3%)が最も多く、次いで「やはり希望者

全員を継続雇用することには抵抗がある」（25.3%）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している理由（主要事業内容別）

68.3

71.3

66.9

63.2

68.9

69.0

81.8

70.3

58.3

66.7

80.0

66.5

70.3

25.3

25.5

28.7

28.9

27.8

24.2

13.6

24.3

33.3

21.3

12.0

26.9

13.5

8.3

5.0

3.9

6.1

3.3

5.4

4.5

5.4

8.0

4.0

5.7

10.8

4.0

4.0

5.4

-

0.5

-

-

-

-

1.3

-

1.8

0.4

1.1

0.8

2.1

-

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1291)

＜主要事業内容別＞

建設業(94)

製造業(254)

情報通信業(114)

運輸業(90)

卸売・小売業(297)

金融・保険業(44)

不動産業(37)

飲食店・宿泊業(12)

医療・福祉(75)

教育・学習支援業(25)

サービス業(212)

その他(37)

労使で決めた基準を遵守したい やはり希望者全員を継続雇用することには抵抗がある

できれば継続雇用したくない その他

不明
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（2）-2 経過措置を利用していない理由 

○法改正及び 12 年間の経過措置の内容について知っており、12 年間の経過措置を利用してい

ない 782 社において、12 年間の経過措置を利用していない理由（単数回答）は、「そもそも

難しい基準ではなかった」(44.1%)が最も多く、次いで「当面対象者がいないので経過措置を

設ける意味がなかった」（27.5%）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.指針の認知度 

○法改正について知っており、12年間の経過措置の内容についても知っている 2,097 社におい

て、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」に関して、「指針のことを知って

おり、内容についても知っている」は 75.3%、「指針のことは知っているが、内容については

詳しく知らない」は 17.6%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用していない理由（主要事業内容別）

44.1

51.5

55.6

29.5

46.7

46.4

47.4

54.5

7.7

40.6

44.8

41.4

29.2

6.6

5.9

12.8

6.4

8.9

7.9

4.5

4.7

3.4

3.3

8.3

27.5

14.7

15.4

50.0

20.0

23.8

21.1

22.7

53.8

23.4

13.8

40.1

29.2

6.4

14.7

6.0

6.7

5.3

4.5

23.1

12.5

3.9

12.5

13.6

13.2

8.5

11.5

15.6

13.9

26.3

13.6

7.7

17.2

31.0

10.5

20.8

2.2

2.6

5.3

7.7

6.9

-

-

-

-

1.3

-

0.7

1.6

-

1.3

1.7

-

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(782)

＜主要事業内容別＞

建設業(68)

製造業(117)

情報通信業(78)

運輸業(45)

卸売・小売業(151)

金融・保険業(19)

不動産業(22)

飲食店・宿泊業(13)

医療・福祉(64)

教育・学習支援業(29)

サービス業(152)

その他(24)

そもそも難しい基準ではなかった 既存の基準が形骸化していた

当面対象者がいないので経過措置を設ける意味がなかった 人材を確保したかった

その他 不明

 ※ ( 　)内はＮ数


